
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
六
月
十
八
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
経
済
・
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
、
解
散
や
他
の
企
業
年
金
等
へ
の
移
行
を
検
討
し
て
い
る
厚
生
年
金
基
金
の
要
請
に
応
じ
る

、

、

、

、

た
め

本
法
の
速
や
か
な
施
行
に
努
め
る
と
と
も
に

関
係
政
省
令
の
整
備

説
明
・
相
談
な
ど
の
適
切
な
対
応
等
に
よ
り

解
散
や
移
行
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
。

二
、
総
合
型
の
厚
生
年
金
基
金
の
解
散
に
当
た
っ
て
は
、
加
入
員
、
受
給
者
等
に
移
行
先
の
選
択
肢
を
含
め
て
必
要
な
情
報
が

行
き
届
き
、
そ
の
上
で
最
善
の
意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
基
金
及
び
母
体
企
業
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
基
金

か
ら
他
の
企
業
年
金
等
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
基
金
の
母
体
企
業
の
多
く
が
中
小
企
業
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
現
行
の
企

業
年
金
制
度
の
手
続
面
で
の
改
善
等
を
含
め
、
移
行
の
た
め
の
支
援
策
を
拡
充
す
る
こ
と
。

三
、
厚
生
年
金
基
金
の
解
散
・
移
行
に
当
た
り
、
母
体
企
業
が
退
職
金
規
程
等
に
基
づ
く
退
職
給
付
義
務
を
履
行
す
る
よ
う
指

導
を
行
う
こ
と
。

四
、
代
行
給
付
に
必
要
な
資
産
を
有
し
て
い
る
厚
生
年
金
基
金
が
今
後
代
行
割
れ
を
起
こ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
従
来
以
上
に

基
金
の
資
産
状
況
等
に
対
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
基
金
が
加
入
員
、
厚
生
年
金
被
保
険
者
等
に
対
す
る
情
報
開
示



を
積
極
的
に
行
う
よ
う
促
す
な
ど
、
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

五
、
第
三
号
被
保
険
者
の
記
録
不
整
合
問
題
に
つ
い
て
、
特
例
追
納
の
対
象
者
や
対
象
期
間
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
、
で
き

る
限
り
多
く
の
者
が
特
例
追
納
で
き
る
よ
う
本
措
置
の
周
知
・
広
報
に
努
め
る
と
と
も
に
、
記
録
不
整
合
問
題
の
再
発
防
止

策
を
徹
底
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


